
2/25 日弁連「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活
相談ホットライン」
日弁連が、全国の弁護士会と連携して、「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」を実施します。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、様々な法的なお悩みを抱えている多くの市民の方々からの相談に、生活困窮・消費者問題・
災害支援を専門とする全国各地の弁護士が無料で対応します。
フリーダイヤルなので通話料もかかりません。ローンの返済、GO TO 中止のキャンセル料、事業の負債、家賃滞納、労働問題等々、
幅広く相談できます。

ぜひお気軽にお電話ください。

日時 ：２０２１年２月２５日（木）１０時～１９時
内容：全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン
フリーダイヤル　０１２０－２５４－９９４

詳細は、日弁連のホームページをご参照ください。

https://saitamasogo.jp/archives/87769
https://saitamasogo.jp/archives/87769
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2021/210225.html

